
川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領

平成１３年３月１日

１２川ま備第５１３号市長決裁

第１章 総則

（目的）

第１条 この要領は、川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要綱（以下「要

綱」という。）の規定に基づき、当該事業の補助金等の交付に関して必

要な事項を定める。

   第２章 建設費に係る補助

（全体設計の承認）

第２条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅の建設事業の実施が複数年度に

わたるものに係る初年度の補助金の交付申請前に、当該事業費の総額、

年度ごとの事業費の額、事業完了予定時期等について、全体設計承認申

請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。なお、当該事業

に係る事業費の総額及び年度ごとの事業費を変更する場合も同様とす

る。

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の

上適当と認めた場合は全体設計の承認を決定し、全体設計承認書（第２

号様式）により認定事業者に通知するものとする。

（建設費に係る補助金の交付申請）

第３条 建設費に係る補助金の交付を受けようとする認定事業者は、補助

金の交付の対象となる事業に着手する前に、建設費補助金交付申請書

（第３号様式）を市長に提出しなければならない。

（建設費補助金の交付決定）



第４条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審

査し、補助金の交付を決定したときは、その内容及び必要な条件を付し

て建設費補助金交付決定通知書（第４号様式）により認定事業者に通知

するものとする。

（建設費補助金の交付申請等の代行）

第５条 管理者は、認定事業者から委任を受けた場合にあっては、認定事

業者に代わって建設費補助金の交付申請及び請求等の業務を行うこと

ができるものとする。

（事業内容の変更）

第６条 認定事業者は、補助金の交付決定後において、補助金の額に変更

が生じる事業内容の変更をしようとするときは、建設費補助金交付変更

申請書（第５号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、

補助金の額の変更を承認したときは、建設費補助金交付変更決定通知書

（第６号様式）により認定事業者に通知するものとする。

３ 認定事業者は、補助金の額に変更が生じない事業内容の変更をしよう

とするときは、事業内容の変更報告書（第７号様式）により市長に報告

し、その指示を受けなければならない。

（事業の中止又は廃止）

第７条 認定事業者は、補助金の交付決定後において、事業を中止又は廃

止しようとするときは、速やかに事業中止（廃止）承認申請書（第８号

様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、

事業の中止又は廃止を承認したときは、事業中止（廃止）承認書（第９



号様式）により認定事業者に通知するものとする。

（完了期日の変更）

第８条 認定事業者は、事業が補助金交付決定通知に付された期日までに

完了することが困難となった場合は、事業完了期日変更報告書（第 10

号様式）により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

（事故報告）

第９条 認定事業者は、事業の遂行が困難になった場合は、速やかにその

理由その他必要な事項を事業事故報告書（第 11 号様式）により市長に

報告し、その指示を受けなければならない。

（遂行命令）

第１０条 市長は、認定事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付し

た条件に従って事業を遂行していないと認めたときは、これらに従って

遂行すべきことを命ずることができる。

２ 市長は、認定事業者が前項の命令に従わなかったときは、事業の一時

停止を命ずることができる。

（建設費補助金の実績報告）

第１１条 認定事業者は、事業が完了したときは、速やかに建設費補助実

績報告書（第 12 号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 認定事業者は、事業が翌年度以降にまたがる場合で、建設費補助金の

交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに建設費補助年度終

了報告書（第 13 号様式）を市長に提出しなければならない。

（建設費補助金の額の確定）

第１２条 市長は、前条第１項の実績報告書を受理したときは、速やかに

その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等を行い、事業の成果が

補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認め



た場合は、交付すべき補助金の額を確定し、建設費補助金額確定通知書

（第 14 号様式）により認定事業者に通知するものとする。

２ 市長は、前号の通知をした後に補助金を交付するものとする。

（建設費補助金の請求）

第１３条 認定事業者は、前条第１項の通知を受けた後に建設費補助金請

求書（第 15 号様式）を市長に提出し、建設費補助金の請求をするもの

とする。

（是正のための措置）

第１４条 市長は、前条第１項の規定による審査及び現地調査などの結果、

事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合し

ないと認めたときは、適合させるための措置をとるべきことを認定事業

者に対して命ずることができる。

２ 前項の命令により認定事業者が必要な措置を講じた場合は、第１１条

第１項及び第１２条第１項の規定を準用する。

第３章 家賃の減額に係る補助

（家賃減額補助金の交付申請）

第１５条 家賃の減額に係る補助金の交付を受けようとする認定事業者

は、家賃減額補助金交付申請書（第 16 号様式）に、入居者から徴した

家賃補助申請書（第 17 号様式）、収入計算書（第 18 号様式）、市県民

税課税額証明書、住民票その他必要な書類を添付し、市長に提出しなけ

ればならない。なお、新築住宅又は空き家住宅に新たに入居する者につ

いては、入居決定後速やかに申請しなければならない。

（家賃減額補助金の交付決定）

第１６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を

審査し、家賃減額補助金の交付を決定したときは、家賃減額補助金交付



決定通知書（第 19 号様式）により認定事業者に通知するものとする。

（家賃減額補助金の交付申請等の代行）

第１７条 管理者は、認定事業者から委任を受けた場合にあっては、認定

事業者に代わって家賃減額補助金の交付申請及び補助金の請求等の業

務を行うことができるものとする。この場合において、第１９条、第２

０条及び第２１条中「認定事業者」とあるのは、「管理者」と読み替え

るものとする。

（家賃減額補助金の変更）

第１８条 認定事業者は、家賃減額補助金の交付決定後において家賃減額

補助金の額に変更が生じたときは、家賃減額補助金交付変更申請書（第

20 号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、

家賃減額補助の変更を承認したときは、家賃減額補助金交付変更決定通

知書（第 21 号様式）により認定事業者に通知するものとする。

（家賃減額補助金の実績報告）

第１９条 認定事業者は、当該年度における家賃減額補助金の執行状況に

ついて、当該年度終了後速やかに家賃減額補助実績報告書（第 22 号様

式）に家賃減額明細書を添付し、市長に報告しなければならない。

（家賃減額補助金の額の確定）

第２０条 市長は、前条の報告書を受理したときは、速やかにその内容を

審査し、家賃減額補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合

していると認めたときは、交付すべき家賃減額補助金の額を確定し、家

賃減額補助金額確定通知書（第 23 号様式）により認定事業者に通知す

るものとする。

２ 市長は、前号の通知をした後に補助金を交付するものとする。



（家賃減額補助金の請求）

第２１条 認定事業者は、前条の通知を受けた後に家賃減額補助金請求書

（第 24 号様式）を市長に提出し、家賃減額補助金の請求をするものと

する。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると

 認めるときは、概算払をすることができる。

第４章 特定優良賃貸住宅の管理に係る補助

（特定優良賃貸住宅の管理に係る補助金の交付申請）

第２２条 特定優良賃貸住宅の管理に係る補助金の交付を受けようとす

る管理者は、住宅管理費補助金交付申請書（第 25 号様式）に住宅管理

費補助明細書（第 26 号様式）を添付し、市長に提出しなければならな

い。

（住宅管理費補助金の交付決定）

第２３条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を

審査し、補助金の交付を決定したときは、その内容及び必要な条件を付

して住宅管理費補助金交付決定通知書（第 27 号様式）により管理者に

通知するものとする。

（住宅管理費補助金の変更）

第２４条 管理者は、住宅管理費補助金の交付決定後において住宅管理費

補助金の額に変更が生じたときは、住宅管理費補助金交付変更申請書

（第 28 号様式）に住宅管理費補助明細書を添付のうえ市長に申請し、

その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、

変更を承認したときは、住宅管理費補助金交付変更通知書（第 29 号様

式）により管理者に通知するものとする。

（住宅管理費補助金の実績報告）



第２５条 管理者は、住宅管理費補助金に係る当該年度が終了したときは、

速やかに住宅管理費補助金実績報告書（第 30 号様式）に住宅管理費補

助明細書を添付のうえ、市長に報告しなければならない。

（住宅管理費補助金の額の確定）

第２６条 市長は、前条の報告書を受理したときは、速やかにその内容を

審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合している

と認めたときは、住宅管理費補助金の額を確定し、住宅管理費補助金額

確定通知書（第 31 号様式）により管理者に通知するものとする。

２ 市長は、前項の通知をした後に補助金を交付するものとする。

（住宅管理費補助金の請求）

第２７条 管理者は、前条の通知を受けた後に住宅管理費補助金請求書

（第 32 号様式）を市長に提出し、住宅管理費補助金の交付請求をする 

ものとする。

第５章 雑則

（補助金の交付決定の取り消し）

第２８条 市長は、認定事業者又は管理者が次の各号のいずれかに該当す

るときは建設費補助金、家賃減額補助金又は住宅管理費補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき

(3) 特定優良賃貸住宅が空き家になったとき

(4) 当該特定優良賃貸住宅の供給計画の認定が取り消されたとき

(5) 要綱又はこの要領若しくは関係法令の規定に違反したとき

（補助金の返還）

第２９条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合



において既に補助金が認定事業者又は管理者に交付されているときは、

期限を定めてその返還を命ずるものとする。

（委任）

第３０条 この要領に定めるもののほか、補助を実施する上で必要な事項

は、まちづくり局長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、平成１１年２月２３日から施行する。

（川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領の廃止）

２ 川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領（平成６年３月 29 日付け

５川建企第 619 号。以下「旧要領」という。）は、廃止する。

（利子補給金に係る経過措置）

３ 旧要領に基づく住宅金融公庫借入金に係る利子補給金の交付申請等

の手続きについては、なお従前の例によるものとし、平成１１年３月３

１日限りでその効力を失う。

（事務費補助金に係る経過措置）

４ 旧要領に基づく事務費補助金に係る交付申請等の手続きについては、

なお従前の例によるものとし、平成１１年３月３１日限りでその効力を

失う。

（川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型に係る経過措置）

５ 平成７年１２月２６日で廃止された川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型制

度要領（平成３年７月１日）の廃止日現在に管理開始されているものに

ついては、従前の取り扱いによる。ただし、同要領第５条及び第６条に

ついては、「７月」を「１０月」に読み替える。

附 則



（施行期日）

１ この要領は、平成１３年４月１日から施行する。

（川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型に係る経過措置）

２ 平成７年１２月２６日で廃止された川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型制

度要領（平成３年７月１日）の廃止日現在に管理開始されているものに

ついて、第１号様式を附則様式１に、第４号様式を附則様式２に、第９

号様式を附則様式３に、第１０号様式を附則様式４に、第２８号様式を

附則様式５に、第３０号様式を附則様式６に改定する。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、平成１７年３月１６日から施行する。

（川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型に係る経過措置）

２ 平成７年１２月２６日で廃止された川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型制

度要領（平成３年７月１日）の廃止日現在に管理開始されているものに

ついて、第３２号様式を附則様式７に、第３３号様式を附則様式８に改

定する。

  附 則

この要領は、平成１９年６月８日から施行する。

   附 則

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。

   附 則

 この要領は、平成２３年１月１日から施行する。



第１号様式（第２条関係）

                          年  月  日

（あて先）川 崎 市 長  

     申請者 （認定事業者）住所                 

氏名                

全 体 設 計 承 認 申 請 書

 特定優良賃貸住宅建設事業について、全体設計の承認を受けたいので、川崎市特

定優良賃貸住宅供給事業補助要領第２条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて

次のとおり申請します。

１ 対象団地

２ 事業の施行場所

３ 特定優良賃貸住宅建設事業に要する経費  

４ 事業年度及び年度ごとの事業費  

５ 事業完了の予定期日      年  月  日

（添付書類）

  特定優良賃貸住宅供給計画認定書の写し



第２号様式（第２条関係）

        川崎市指令  第   号  

                                  様

全 体 設 計 承 認 書

     年  月  日付けで申請のありました特定優良賃貸住宅建設事業の全

体設計について申請のとおり承認しましたので、川崎市特定優良賃貸住宅供給事業

補助要領第２条第２項の規定に基づき通知します。

    年  月  日

 川 崎 市 長

１ 全体設計を承認した団地

２ 事業の施行場所

３ 事業完了の予定期日      年  月  日



第３号様式(第３条関係) 
    年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長

     申請者（認定事業者） 住所                 

氏名                

建 設 費 補 助 金 交 付 申 請 書

 特定優良賃貸住宅の建設費の一部について補助を受けたいので、川崎市特定優良

賃貸住宅供給事業補助要領第３条の規定に基づき、次のとおり申請します。

 なお、この申請書及び添付書類の記載内容が事実と相違するときは、補助を取り

消されても異議を申し立てません。

特定優良賃貸住宅
所在地

名 称

１ 補助事業の目的及び内容

２ 建設費補助に係る事業の経費の配分及び使用方法

３ 事業完了の予定期日

  ただし、事業完了の予定期日は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律

第３条の規定に基づき認定を受けた供給計画に定めるとおりとする。

４ 補助金交付申請額      千円（補助対象事業費      千円）

５ その他



第４号様式(第４条関係) 

川崎市指令  第   号  

申 請 者 

（認定事業者） 

住 所

氏 名 様 

特定優良賃貸住宅
所在地

名 称

建 設 費 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

     年  月  日付けで申請のありました特定優良賃貸住宅の建設費補助

について、次のとおり補助を行うことと決定しましたので、川崎市特定優良賃貸住

宅供給事業補助要領第４条の規定に基づき通知します。 

    年  月  日 

川 崎 市 長 

１ 補 助 額       金        千円 

２ 完了期日           年  月  日 

３ 川崎市補助金等の交付に関する規則第５条の規定に基づき付す条件 

(1) 供給計画の変更を行う場合には、川崎市特定優良賃貸住宅供給計画認定基準

第３条又は第２７条に基づき、認定を受け又は報告をすること。 

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律、関係法令及び川崎市特定優良

賃貸住宅供給計画認定基準等を遵守すること。 

４ 当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるとき

の取下げの期間は、交付決定日の翌日から起算して２０日以内とする。 



第５号様式（第６条関係）

                          年  月  日

（あて先）川 崎 市 長

     申請者（認定事業者） 住所                 

氏名                

建 設 費 補 助 金 交 付 変 更 申 請 書

    年  月  日付け川崎市指令  第   号で交付決定通知を受けた特定

優良賃貸住宅の建設費補助について、次の変更をしたいので、川崎市特定優良賃貸住

宅供給事業補助要領第６条第１項の規定に基づき申請します。

１ 交付決定通知書    年   月  日付け川崎市指令  第   号

２ 変更事項

３ 補助金交付変更申請額            

(1) 補助金交付変更申請額            円

(2) 既補助金交付決定額             円

(3) 差引増Δ減額                円



第６号様式(第６条関係) 

川崎市指令  第   号  

申   請   者 

（認定事業者） 

住 所

氏 名 様 

特定優良賃貸住宅
所在地

名 称

建 設 費 補 助 金 交 付 変 更 決 定 通 知 書 

     年  月  日付けで申請のありました特定優良賃貸住宅の建設費補助

金の変更について、次のとおり変更することと決定しましたので、川崎市特定優良

賃貸住宅供給事業補助要領第６条第２項の規定に基づき通知します。 

    年  月  日 

川 崎 市 長 

１ 変更事項

２ 補助金交付変更申請額            

(1) 補助金交付変更申請額             円

(2) 既補助金交付決定額              円

(3) 差引増Δ減額                 円

３ 川崎市補助金等の交付に関する規則第５条の規定に基づき付す条件 

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律、関係法令及び川崎市特定優良賃

貸住宅供給計画認定基準等を遵守すること。 

４ 当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるとき

の取下げの期間は、交付決定日の翌日から起算して２０日以内とする。 



第７号様式（第６条関係） 

                             年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

     報告者（認定事業者） 住所                 

氏名                

事 業 内 容 の 変 更 報 告 書 

     年  月  日付け川崎市指令  第   号で建設費補助金の交付決

定を受けた事業について、事業内容の変更をしたいので、川崎市特定優良賃貸住宅

供給事業補助要領第６条第３項の規定に基づき関係書類を添えて報告します。 

１ 変更する理由 

２ 事業の施行場所    川崎市     区    

３ 事業の完了期日      年  月  日 



第８号様式（第７条関係） 

                             年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

     申請者（認定事業者） 住所                 

氏名       

事業の(一部・全部 )中止又は(廃止)承認申請書 

     年  月  日付け川崎市指令  第   号で建設費補助金の交付決

定を受けた事業について事業を(一部・全部)中止又は(廃止)したいので、川崎

市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領第７条第１項の規定に基づき関係書類を添え

て申請します。 

１ 事業の(一部・全部)中止又は(廃止)する理由 

２ 事業の施行場所  川崎市   区 

３ 事業の(一部・全部)中止又は(廃止)に係る内容 

４ 事業の(一部・全部)中止又は(廃止)に係る補助金の額 

 (1)補助金交付決定額               千円 

 (2)廃止等申請額                 千円 

 (3)差引額                    千円 



第９号様式（第７条関係） 

                        川崎市指令  第   号 

           様 

事業の (一部・全部 )中止又は(廃止 )承認書

     年  月  日付けで申請のありました事業の(一部・全部)中止又は

(廃止)について、申請のとおり承認しましたので、川崎市特定優良賃貸住宅供給事

業補助要領第７条第２項の規定に基づき通知します。 

   年  月  日    

      川 崎 市 長 

１ 事業の施行場所  川崎市   区 

２ 事業の(一部・全部)中止又は(廃止)に係る補助金の額 

  (1)補助金交付決定額             千円 

  (2)廃止等申請額               千円 

  (3)差引額                  千円 



第１０号様式（第８条関係） 

    年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

     報告者（認定事業者） 住所                 

氏名                

事 業 完 了 期 日 変 更 報 告 書 

     年  月  日付け川崎市指令  第   号で建設費補助金の交付決

定を受けた事業について、交付決定に付された期日までに完了することが困難にな

りましたので、川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領第８条の規定に基づき報

告します。 

１ 事業の施行場所  川崎市   区 

２ 補助金交付決定に付された完了期日      年  月  日 

３ 変更後完了期日               年  月  日 

４ 変更の理由 

５ 事業実施状況表 

６ 工程表 



第１１号様式（第９条関係） 

                             年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

     報告者（認定事業者） 住所                 

氏名                

事 業 事 故 報 告 書 

     年  月  日付け川崎市指令  第   号で建設費補助金の交付決

定を受けた事業について、事業の遂行が困難になりましたので、川崎市特定優良賃

貸住宅供給事業補助要領第９条の規定に基づき報告します。 

１ 事業の施行場所  川崎市    区 

２ 事故の内容 

３ 事故に対する措置 

４ 事業に及ぼす影響 



第１２号様式（第１１条関係） 

                                 年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

     報告者（認定事業者） 住所                 

氏名                

建  設  費  補  助  実  績 報  告 書 

     年度の標記の補助について、次のとおり執行しましたので、川崎市特定

優良賃貸住宅供給事業補助要領第１１条第１項の規定に基づき報告します。 

１ 報告に係る補助金 

      年  月 日付け川崎市指令  第     号による交付決定分 

２ 補助金の受領金額    金          円 

３ 補助金の配分金額    金          円 



第１３号様式（第１１条関係） 

                         年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

     報告者（認定事業者） 住所                 

氏名                

建 設 費 補 助 年 度 終 了 報 告 書 

     年  月  日付け川崎市指令  第   号をもって交付決定の通知

を受けた特定優良賃貸住宅建設事業の   年度における実績について、川崎市特定

優良賃貸住宅供給事業補助要領第１１条第２項の規定に基づき、次のとおり報告い

たします。 

１ 事業の内容 

２ 事業の期間      年  月  日 から   年  月  日 まで 

３ 事業の係る補助金の   年度における執行状況           円 



第１４号様式（第１２条関係） 

  川  第   号  

 年  月  日  

       様 

川 崎 市 長    

建 設 費 補 助 金 額 確 定 通 知 書

  年  月  日付けで実績報告のありました   年度の標記の補助金に

ついて次のとおり確定しましたので、川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領第

１２条第１項の規定に基づき通知します。 

１ 確定補助金額    金         円 

２ 交付済補助金額   金         円 

３ 返還金額      金         円

特定優良賃貸住宅
所在地

名 称



第１５号様式（第１３条関係） 

    年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

     請求者（認定事業者） 住 所                 

氏 名               

           住   宅     名  称 

所在地 

建  設  費  補  助  金  請  求  書 

    年  月  日付け 川  第   号をもって建設費補助金額確定

通知を受けましたので、川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領第１３条の規定

に基づき、次のとおり請求します。 

１ 請 求 金 額      金          円 

２ 請 求 内 訳 

３ 振 込 先   

金融機関名          店

預 金 

種 別 

普通預金

当座預金

口座番号 

フリガナ 

口座名義人 

４ 問い合わせ先 

住    所 

氏    名 

電    話 



第１６号様式(第１５条関係) 

   年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

       申請者（認定事業者） 住 所 

氏 名             

家 賃 減 額 補 助 金 交 付 申 請 書 

 特定優良賃貸住宅の家賃の一部について補助を受けたいので、川崎市特定優良賃

貸住宅供給事業補助要領第１５条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

 なお、この申請書及び添付書類の記載内容が事実と相違するときは、補助を取り

消されても異議を申し立てません。 

特定優良賃貸住宅
所在地

名 称

１ 補助事業の目的及び内容 

２ 今回申請の家賃減額に係る経費配分及び使用方法 

３ 今回申請の家賃減額に係る完了期日 

４ 補助金交付申請額           千円 

５ 補助金算出根拠 

６ その他 



第１７号様式(第１５条関係) 

                            年   月   日 

（あて先）川 崎 市 長 

家 賃 補 助 申 請 書 

 特定優良賃貸住宅の家賃の一部について補助を受けたいので、川崎市特定優良賃

貸住宅供給事業補助要領第１５条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

 なお、この申請書及び添付書類の記載内容が事実と相違するときは、補助を取り

消されても異議を申し立てません。 

現住所

特定優

良賃貸

住宅 

所在地 川崎市   区 

名 称  住戸番号       号

氏 名
自宅電話

携帯電話



第１９号様式(第１６条関係) 

川崎市指令  第   号  

住 所  

認定事業者氏名 様

家賃減額補助金交付決定通知書

     年  月  日付けで申請のありました特定優良賃貸住宅の家賃減額

補助金については、川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領第１６条の規定に基

づき、次のとおり補助を行うことと決定しましたので通知します。 

    年  月  日 

川 崎 市 長 

特定優良賃貸住宅
所在地  

名 称  

家賃減額補助金交付決定金額

    年度分（     年   月  ～    年  月） 

１ 川崎市補助金等の交付に関する規則第５条の規定に基づき付す条件 

(1) 入居者の入退去等の事情により交付決定額を変更すべき場合には、川崎市特

定優良賃貸住宅供給事業補助要領第１８条第１項に基づき、家賃減額補助金交

付変更申請を行うこと。 

(2) 家賃の額から補助額を差し引いた額を超え、入居者に対し家賃を請求しない

こと。 

(3) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律、関係法令及び川崎市特定優良

賃貸住宅供給事業認定基準等を遵守すること。 

２ 当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があると

きの取下げの期間は、交付決定日の翌日から起算して２０日以内とする。 



第２０号様式(第１８条関係) 

    年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

        申請者（認定事業者） 住所 

氏名              

家賃減額補助金交付変更申請書

 川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領第１８条第１項の規定に基づき、次の

変更がありましたので次のとおり申請します。 

 １ 交付決定通知書      年  月  日 川崎市指令  第   号 

２ 変更事項 

３ 補助事業の目的及び内容 

４ １に係る今回変更申請後の経費配分及び使用方法 

５ １に係る今回変更申請後の完了期日 

６ 変更後補助金交付申請額及び算出根拠 

７ その他 

特定優良賃貸住宅
所在地

名 称



第２１号様式(第１８条関係) 

川崎市指令  第   号  

住 所  

認定事業者氏名                  様

家賃減額補助金交付変更決定通知書

     年  月  日付けで変更申請のありました特定優良賃貸住宅の家賃

減額補助金については、川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領第１８条第２項

の規定に基づき、次のとおり変更することと決定しましたので通知します。 

    年  月  日 

                川 崎 市 長 

特定優良賃貸住宅
所在地  

名 称  

今回交付決定額  

前回交付決定額  

変更増Δ減額  

    年度分（    年  月  ～    年  月） 

１ 川崎市補助金等の交付に関する規則第５条の規定に基づき付す条件 

(1) 入居者の入退去等の事情により交付決定額を変更すべき場合には、川崎市特

定優良賃貸住宅供給事業補助要領第１８条第１項に基づき、家賃減額補助金交

付変更申請を行うこと。 

(2) 家賃の額から補助額を差し引いた額を超え、入居者に対し家賃を請求しない

こと。 

(3) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律、関係法令、川崎市特定優良賃

貸住宅供給事業認定基準等を遵守すること。 

２ 当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があると

きの取下げの期間は、交付決定日の翌日から起算して２０日以内とする。 



第２２号様式（第１９条関係） 

    年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

       報告者（認定事業者） 住 所               

氏 名              

家賃減額補助実績報告書 

     年度の標記の補助金について、次のとおり執行しましたので、川崎市特

定優良賃貸住宅供給事業補助要領第１９条の規定に基づき報告します。 

１ 報告に係る補助金 

     年 月 日付け川崎市指令  第   号ほかによる交付決定分 

２ 補助金交付決定額                円 

３ 補助金精算額                  円 



第２３号様式（第２０条関係） 

川  第   号 

    年  月  日 

             様 

川 崎 市 長 

家賃減額補助金額確定通知書 

     年  月  日付けで実績報告のありました  年度の標記の補助金

について、川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領第２０条第１項の規定に基づ

き、次のとおり確定しましたので通知します。 

    確定補助金額                 円 



第２４号様式（第２１条関係） 

                                                       年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

       請求者（認定事業者） 住 所               

氏 名             印 

家 賃 減 額 補 助 金 請 求 書 

     年  月  日付け  川  第   号をもって家賃減額補助金額

確定通知を受けましたので、川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領第２１条の

規定に基づき、次のとおり請求します。 

１ 請求金額                 円 

２ 請求内訳    

３ 振込先   

金融機関名          店

預 金 

種 別 

普通預金

当座預金

口座番号 

フリガナ 

口座名義人 



第２５号様式(第２２条関係) 

    年  月  日  

（あて先）川 崎 市 長 

            申請者（管理者） 住所  

氏名             

住宅管理費補助金交付申請書

 特定優良賃貸住宅の住宅管理費の一部について補助を受けたいので、川崎市特定

優良賃貸住宅供給事業補助要領第２２条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

１ 補助事業の目的及び内容 

２ 今回申請の住宅管理に係る経費の配分及び使用方法 

３ 今回申請の住宅管理に係る完了期日 

４ 補助金交付申請額  金       千円 

５ 補助金額積算根拠 



第26号様式(第22条関係）

住宅管理費補助明細
ＮＯ．

事業認定
年度

住　宅
名

管理開始
管理
戸数
①

入居戸
数
②

年度
月数
③

管理費
戸／月
④

住宅管理
費

補助対象
額

①×③×
④

管理費補
助
申請額
（空家除
く）
②×③×
④

備考

＊この住宅管理費補助明細は、平成9年度末日までに
供給計画の認定を受けた住宅のうち、平成11年4月1日
以降の管理に係るものに適用する。

    年度　住宅管理費補助額総合計



第２７号様式(第２３条関係) 

川崎市指令  第   号  

申請者（管理者）住所 

氏名           様 

住宅管理費補助金交付決定通知書

     年  月  日付けで申請のありました  年度の管理費補助金につ

いて、川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領第２３条の規定に基づき、次のと

おり補助を行うことと決定しましたので通知します。 

    年  月  日 

川 崎 市 長 

１ 今回の決定に係る補助期間       年  月から    年  月   

２ 補助金交付決定額        金         円 

３ 川崎市補助金等の交付に関する規則第５条の規定に基づき付す条件 

(1) 管理戸数の減等の事情により交付決定額を変更すべき場合には、住宅管理費

補助金変更申請を行うこと。 

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律、関係法令、川崎市特定優良賃

貸住宅供給事業認定基準等を遵守すること。 

４ 当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があると

きの取下げの期間は、交付決定日の翌日から起算して２０日以内とする。 



第２８号様式（第２４条関係） 

  年  月  日  

（あて先）川 崎 市 長 

         申請者（管理者） 住 所 

氏 名              

住宅管理費補助金交付変更申請書 

     年  月  日付け川崎市指令  第   号で交付決定通知を受け

た特定優良賃貸住宅の住宅管理費について、次の変更をしたいので、川崎市特定優

良賃貸住宅供給事業補助要領第２４条第１項の規定に基づき申請します。 

１ 交付決定通知書      年  月  日付け川崎市指令  第   号 

２ 変更事項

３ 変更内訳   

４ 変更申請               

（１）補助金交付変更申請額          円

（２）既補助金交付決定額           円

（３）変更増Δ減額              円



第２９号様式（第２４条関係）

川崎市指令  第   号

                                 様

住宅管理費補助金交付変更通知書

     年  月  日付け  第   号をもって変更申請のありました住

宅管理費補助金について次のとおり変更することと決定しましたので、川崎市特定

優良賃貸住宅供給事業補助要領第２４条第２項の規定に基づき通知します。

    年  月  日

川 崎 市 長

１ 変更事項

２ 補助金交付変更決定額            円

（１）補助金交付変更申請額           円

（２）既補助金交付決定額            円

（３）差し引き増Δ減額             円

３ 当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があると

きの取下げの期間は、交付決定日の翌日から起算して２０日以内とする。 



第３０号様式（第２５条関係）

年  月  日  

（あて先）川 崎 市 長

          報告者（管理者） 住 所 

氏 名

住宅管理費補助金実績報告書

     年度の標記の補助について、次のとおり執行しましたので、川崎市特定

優良賃貸住宅供給事業補助要領第２５条の規定に基づき、次のとおり報告します。

１ 報告に係る補助金

       年  月  日付け川崎市指令  第   号による交付決定分

２ 補助金交付決定額             円

３ 補助金精算額               円



第３１号様式（第２６条関係）

川  第   号 

    年  月  日 

         様

川 崎 市 長

住宅管理費補助金額確定通知書

      年  月  日付けで実績報告のありました  年度の住宅管理補

助金について、川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領第２６条第１項の規定に

基づき、次のとおり確定しましたので通知します。

確定補助金額                   円



第３２号様式（第２７条関係）

    年  月  日

（あて先）川 崎 市 長

          請求者（管理者） 住 所 

氏 名           印

住宅管理費補助金請求書

     年  月  日付け  川  第   号をもって住宅管理費補助金

額確定通知を受けましたので、川崎市特定優良賃貸住宅供給事業補助要領第２７条

の規定に基づき、次のとおり請求します。

１ 請求金額                  円

２ 請求内訳  

３ 振込先  

銀行 

支店 

種別 

口座番号 

受取人 



附則様式１（附則第２項関係） 

                             年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

申請者(入居者) 住所 

氏名          

家賃助成金申請書 

 地域特別賃貸住宅の家賃の一部について助成を受けたいので、川崎市地域特別賃

貸住宅Ｂ型制度要領第５条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

 なお、この申請書及び添付書類の記載内容が事実と相違するときは、助成を取り

消されても異議を申し立てません。 

地域特別

賃貸住宅

所在地  

名 称  
住戸 

番号 

氏  名
自宅電話

携帯電話

１ 補助事業の目的及び内容 

２ 今回申請の家賃助成に係る経費の配分及び使用方法 

３ 今回申請の家賃助成に係る完了期日 

４ 助成金交付申請額及び算出根拠 

５ その他 



附則様式２（附則第２項関係） 

川崎市指令  第   号  

申請者 

住 所

住宅名  住戸番号

氏 名                   様 

家賃助成金交付決定通知書

     年  月  日付けで申請のありました地域特別賃貸住宅の家賃の助

成について、川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型制度要領第６条の規定に基づき、次のと

おり助成を行うことと決定しましたので通知します。 

    年  月  日 

川 崎 市 長 

今回の決定に係る 

助成期間 
 年  月  日から   年  月  日

期        間 
家   賃 

Ａ

補 助 額 

Ｂ

入居者負担額

Ａ－Ｂ

年 月 日～ 年 月 日 円 円 円

１ 川崎市補助金等の交付に関する規則第５条の規定に基づき付す条件 

(1) 入退去等の事情により交付決定額を変更すべき場合には、川崎市地域特別賃

貸住宅Ｂ型制度要領第１０条に基づき、家賃助成変更申請を行うこと。 

(2) 地域特別賃貸住宅制度要綱、川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型制度要綱等を遵守

すること。 

２ 当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があると

きの取下げの期間は、交付決定日の翌日から起算して２０日以内とする。 



附則様式３（附則第２項関係） 

    年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

          申請者（入居者） 住所 

氏名              

家賃助成金変更申請書

 川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型制度要領第１０条の規定に基づき、次の変更があり

ましたので申請します。 

地域特別

賃貸住宅

住 所  

名 称  
住戸 

番号 

氏  名
自宅電話

携帯電話

 １ 交付決定通知書      年  月  日 川崎市指令  第   号 

 ２ 変更事項 

３ 補助事業の目的及び内容 

４ １に係る今回変更後の経費の配分及び使用方法 

５ １に係る今回変更後の完了期日 

６ 助成金交付申請額及び算出根拠 

７ その他 



附則様式４（附則第２項関係） 

川崎市指令  第   号  

申請者 

住 所

住宅名  住戸番号

氏 名                 様 

家賃助成金交付変更決定通知書

     年  月  日付けで申請のありました地域特別賃貸住宅の家賃助成

の変更について、川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型制度要領第１１条の規定に基づき、

次のとおり変更を行うことと決定しましたので通知します。 

    年  月  日 

川 崎 市 長 

今回の決定に係る 

助成期間 
   年  月  日から   年  月  日 

期        間 
家   賃 

Ａ

補 助 額 

Ｂ

入居者負担額

Ａ－Ｂ

年 月 日～ 年 月 日 円 円 円

１ 川崎市補助金等の交付に関する規則第５条の規定に基づき付す条件 

(1) 入退去等の事情により交付決定額を変更すべき場合には、川崎市地域特別賃

貸住宅Ｂ型制度要領第１０条に基づき、家賃助成変更申請を行うこと。 

(2) 地域特別賃貸住宅制度要綱、川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型制度要綱等を遵守

すること。 

２ 当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があると

きの取下げの期間は、交付決定日の翌日から起算して２０日以内とする。 



附則様式５（附則第２項関係） 

    年  月  日  

（あて先）川 崎 市 長 

申請者（管理者） 住 所  

氏 名             

住宅管理費助成金申請書

 地域特別賃貸住宅の住宅管理費の一部について補助を受けたいので、川崎市地域

特別賃貸住宅Ｂ型制度要領第２８条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

１ 補助事業の目的及び内容 

２ 今回申請の住宅管理に係る経費の配分及び使用方法 

３ 今回申請の住宅管理に係る完了期日 

４ 助成金交付申請額  金        千円 

５ 助成金額積算根拠 



附則様式６（附則第２項関係） 

川崎市指令  第   号  

住 所  

管理者氏名                  様

住宅管理費助成金交付決定通知書

     年  月  日付けで申請のありました    年度の住宅管理費助

成について、川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型制度要領第２９条の規定に基づき、次の

とおり助成を行うことと決定しましたので通知します。 

    年  月  日 

川 崎 市 長 

１ 今回の決定に係る補助期間   年  月  日から   年  月  日 

２ 助成金交付決定額       金         円 

３ 川崎市補助金等の交付に関する規則第５条の規定に基づき付す条件 

(1) 管理戸数の減等の事情により交付決定額を変更すべき場合には、川崎市地域

特別賃貸住宅Ｂ型制度要領第３１条に基づき住宅管理費助成金変更申請を行

うこと。 

(2) 地域特別賃貸住宅制度要綱、川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型制度要綱等を遵守

すること。 

４ 当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があると

きの取下げの期間は、交付決定日の翌日から起算して２０日以内とする。 



附則様式７（附則第２項関係） 

第   号 

    年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

                   住 所 

                   氏 名 

住宅管理費助成金交付変更申請書 

     年  月  日付け川崎市指令  第   号をもって交付決定通知

を受けた特定優良賃貸住宅の住宅管理費助成金について、次の変更をしたいので、

川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型制度要領第３１条の規定に基づき申請します。 

１ 交付決定通知書      年  月  日付け川崎市指令  第   号 

２ 変更事項

３ 変更内訳

４ 変更申請

（１）補助金交付変更申請額          円

（２）既補助金交付決定額           円

（３）差し引き増Δ減額            円



附則様式８（附則第２項関係）

川崎市指令  第   号 

様 

住宅管理費助成金交付変更決定通知書

     年  月  日付けで変更申請のありました住宅管理費助成金につい

て、次のとおり変更することと決定しましたので、川崎市地域特別賃貸住宅Ｂ型制

度要領第３２条の規定に基づき申請します。

    年  月  日

川 崎 市 長

１ 変更事項

２ 変更決定  

（１）補助金交付変更決定額           円

（２）既補助金交付決定額            円

（３）差し引き増Δ減額             円

３ 当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があると

きの取下げの期間は、交付決定日の翌日から起算して２０日以内とする。


